
東村高江地区へのヘリパッド建設に反対し、 

北部訓練場の無条件返還を求める意見書 

 

 日米両政府は、１９９６年（平成８年）１２月２日、日米安全保障協議会で、沖縄に関

する特別行動委員会（ＳＡＣＯ） 終報告を承認した。北部訓練場の返還はこのＳＡＣＯ

終報告に盛られた。 

 その中身は、これまでほとんど使用されていなかった、北側半分を返還する代わりに、

①宇嘉川河口の海からの進入路の新たな確保、②ヘリコプター着陸帯（ヘリパッド）を南

側へ移設するという２つの条件の下で北部訓練場の過半（約３，９８７ヘクタール）を返

還し、特定の貯水池についての米軍の共同使用を解除するというものであった。つまり北

部訓練場の南側部分の機能を、より一層強化することが本来の目的であり、ＳＡＣＯ 終

報告から１４年を経てなお返還が実現しえていない現状は、普天間飛行場代替基地問題同

様、沖縄県民、地域住民の合意を得られない証である。その北部訓練場は、１９８８年（平

成１０年）には「ジャングル戦闘訓練センター」と名称を変え、世界で唯一のジャングル

戦のための戦闘訓練施設として、海兵隊のサバイバル訓練や、ヘリコプターでの移動宙吊

り県連、模擬弾を使用する射撃訓練など、戦場さながらの訓練が行われている。しかも新

たに建設される予定の６ヶ所のヘリパッドは、高江集落を取り囲むように計画され、 も

近い民家から４００m しか離れていない所もある。すでに、南側には、１５ヶ所のヘリパ

ッドがあり、昼夜問わず上空をヘリが飛び交っている状態である。そのヘリも従来の老朽

化した 

 ＣＨ４６型に替わるＭＶ２２オスプレイ機が配備されることは、米軍計画で明白のこと

である。直接の所管である防衛省沖縄防衛局は、問答無用の態度で、説明を求め工事の強

行に抗議する住民を「通行妨害」提訴まで行っており、本末転倒の住民軽視の暴挙である。 

 本村は、この東村高江区と隣接しているばかりでなく、県民の水がめとしての貴重な水

源地やヤンバルクイナ、ノグチゲラなど動植物の宝庫を共有している。その中での基地建

設は、爆音と墜落の危険性が今以上に高まることに大きな懸念がある。また、本村は、こ

の訓練場と伊江島補助飛行場、普天間飛行場、金武町ブルービーチ訓練場などと結ぶ飛行

ルート上にあり、近年、特に集落地域での低空飛行が増加し、村民からも大きな不安と、

抗議が寄せられている。 

 よって、本会議は、東村高江地区の米軍ヘリパッド建設に反対し、計画撤回を求めると

ともに、北部訓練場の無条件返還を強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２２年６月１０日 

                           沖縄県国頭郡大宜味村議会 
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